
財政状況等一覧表（平成２１年度決算）
（単位：百万円）

団体名　　四日市市 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

66,090 826 3,408 70,324

１．一般会計等の財政状況
（単位：百万円）

一般会計 109,142 105,237 3,905 3,656 535 96,954

土地区画整理事業特別会計 100 634 △ 534 △ 544 700 2,883

住宅新築資金等貸付事業特別会計 23 51 △ 28 △ 28 29 39

公共用地取得事業特別会計 0 1,341 △ 1,341 △ 1,341 0 5,629

一般会計等 109,265 107,263 2,002 1,743 105,505

※「一般会計等」の数値は、各会計間の繰入・繰出などを控除（純計）したものであることから、各会計間の合計額と一致しない項目がある。

２．公営企業会計等の財政状況
（単位：百万円）

競輪事業特別会計 17,523 16,599 924 924 - - -

国民健康保険特別会計 29,117 27,284 1,833 1,833 2,001 - -

老人保健医療特別会計 203 87 116 116 - - -

介護保険特別会計 15,360 15,029 331 331 2,282 - -

後期高齢者医療特別会計 4,062 4,060 2 2 2,135 - -

食肉センター食肉市場特別会計 498 490 8 8 313 1,632 1,162

農業集落排水事業特別会計 381 359 22 15 177 1,928 1,853
（総収益） （総費用） （純損益） （実質収支）

7,511 7,335 176 2,202 17 17,051 171
（総収益） （総費用） （純損益） （実質収支）

15,636 15,771 △ 135 6,390 991 3,053 1,673
（総収益） （総費用） （純損益） （実質収支）

10,735 10,287 448 1,790 7,820 95,202 78,191
公営企業会計等　計 13,611 118,866 83,050

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業である。
　　　　　２．法適用企業会計以外の特別会計については「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。
　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。

３．関係する一部事務組合等の財政状況
（単位：百万円）

四日市港管理組合（一般会計） 6,482 6,258 223 138 145 27,057 9,822

〃（港湾整備事業特別会計） 3,937 3,627 310 39 200 17,644 -

朝明広域衛生組合 752 704 48 48 13 1,084 813

三重県自治会館（一般会計） 165 152 13 2 4 - -

〃（共有デジタル地図特別会計） 28 24 4 4 - - -

〃（物品特別会計） 26 23 3 3 - - -

三重地方税管理回収機構 312 169 143 143 - - -

三重県後期高齢者医療広域連合

（一般会計）
190 186 5 5 13 - -

〃（特別会計） 161,970 159,131 2,839 2,839 1,106 - -

北勢公設地方卸売市場組合 550 543 7 7 214 170 88
（総収益） （総費用） （純損益）

473 480 △ 7 518 - - -
一部事務組合等　計 3,746 45,955 10,723

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
（単位：百万円）

四日市市まちづくり振興事業団 △ 33 1,742 200 171 - - - -

㈱四日市市生活環境公社 20 610 12 - - - - -

㈱ディア四日市 27 △ 144 31 - 50 - - -

四日市市土地開発公社 △ 202 △ 12,485 5 44 3,555 11,954 - 10,323

㈶三重北勢地域地場産業振興センター △ 10 1,370 7 54 - - - -

㈱三重県四日市畜産公社 △ 50 4 25 78 140 - - -

地方公社・第三セクター等　計 280 347 3,745 11,954 - 10,323

　（注）　損益計算書を作成していない社団・財団法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
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５．充当可能基金の状況
（単位：百万円）

充当可能基金名
平成20年度
決算　A

平成21年度
決算　B

差引
B-A

財 政 調 整 基 金 2,534 5,691 3,157

減 債 基 金 221 222 1

その他充当可能基金 12,112 14,272 2,160

充当可能基金 計 14,868 20,184 5,316

　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。

６．財政指標の状況

財政指標名
平成20年度
決算　A

平成21年度
決算　B

差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成20年度
決算　A

平成21年度
決算　B

差引
B-A

実 質 赤 字 比 率 2.93 2.47 △ 0.46 △ 11.25 △ 20.00 - - -

連結実質赤字比率 21.56 21.83 0.27 △ 16.25 △ 40.00 - - -

実質公債費比率 18.6 17.6 △ 1.0 25.0 35.0 - - -

将 来 負 担 比 率 158.4 132.9 △ 25.5 350.0 - - -

財 政 力 指 数 1.07 1.10 0.03 - - -

経 常 収 支 比 率 84.5 82.1 △ 2.4

　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示している。
　　　　　２．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」は、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
　　　　　３．早期健全化基準に相当する「資金不足比率」の「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20％である（公営競技は0％）。
　　　　　４．「早期健全化基準」及び「財政再生基準」は平成21年度決算における基準である。
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